
 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 1 8 日  
水管理・国土保全局下水道事業課  
（上下水道審議官グループ）  

有識者委員会の提言を踏まえ 
「下水道管路の全国特別重点調査」の実施を要請します 
～下水道管路に起因する道路陥没事故の未然防止に向けて～ 

１ 全国特別重点調査の趣旨 

令和７年１月 28 日に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因すると考えられる

道路陥没を受けて、国土交通省では、２月21日に「下水道等に起因する大規模な道路陥没事

故を踏まえた対策検討委員会」を設置しました。 
今般、同委員会において、今回と同種・同類の事故を未然に防ぎ、国民の安全・安心が得ら

れるよう、下水道管路の全国特別重点調査を実施すべきとの提言がとりまとめられました。 
この提言を踏まえ、国土交通省として、地方公共団体に対して下水道管路の全国特別重点

調査の実施を要請します。 
 

２ 提言の内容  

別添資料参照 

 

３ 調査対象 

管径２ｍ以上かつ平成６年度以前に設置された下水道管路 

なお、調査対象のうち、以下の①～④のいずれかに該当する箇所の調査を優先的に実施 

① 埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の構造・地盤条件の箇所 

② 管路の腐食しやすい箇所 

③ 陥没履歴があり交通への影響が大きい箇所 

④ その他（沈砂池の堆積土砂が顕著に増加した処理場・ポンプ場につながる管路） 

 

 

 

 

 

令和７年２月21日に設置した「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策

検討委員会（委員長：家田仁 政策研究大学院大学特別教授）」において、下水道管路の全国

特別重点調査の実施について提言がとりまとめられました。本提言を踏まえ、地方公共団体

に対して「下水道管路の全国特別重点調査」の実施を要請します。 

＜問い合わせ先＞ 
水管理・国土保全局 下水道事業課 事業マネジメント推進室 
（上下水道審議官グループ） 
課長補佐 土師、資産管理係長 岩井 
TEL： 03-5253-8111（内線34232、34225） 03-5253-8431(直通)   



⇒腐食、たるみ、破損をそれぞれ診断し、劣化の進行順にAからCにランク付けした上で特別な判定基準で対策を確実に実施

〇管路内調査：潜行目視またはドローン・テレビカメラ等による調査
※優先実施個所では、緊急度がⅠ,Ⅱに至らなくても打音調査等により詳細調査を実施

〇空洞調査：緊急度がⅠ,Ⅱと判定された箇所は、路面下空洞調査または簡易な貫入試験・管路内から空洞調査
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優先実施※

対象延⾧：1,000km程度

夏頃までに実施

全国特別重点調査
対象延⾧：約５千km
１年以内を目途に実施

全管路延⾧：
約49万km

管径２ｍ以上
延⾧：約１万km
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下水道管路の全国特別重点調査の概要

全国特別重点調査の判定基準現行の判定基準緊急度

ランクAが１項目以上ランクAが２項目以上Ⅰ

ランクBが１項目以上ランクAが１項目もしくは
ランクBが２項目以上Ⅱ

緊急度に応じた対策内容

速やかな対策を実施※

応急措置を実施した上で、
５年以内に対策を実施

強化

有識者会議において更に議論の上、
法定定期点検の質を高めて実施

※「優先実施」は、

①埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の条件の箇所

(立坑接続部付近の曲線部等で地下水位が高い砂質系または緩いシルト質系地盤）

②構造的に腐食しやすい箇所または過去の調査で腐食が確認され未対策
の箇所

③緊急輸送道路で下水道起因の陥没履歴がある箇所

④沈砂池の堆積土砂が顕著に増加した処理場・ポンプ場につながる管路

※現行の法定定期点検は、構造的に腐食しやすい箇所を５年に１回以上の
頻度で実施

※原則１年以内


